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調査業務実施者とは？

• 特許庁からの調査業務を請け負う登録調査機
関の調査業務実施者になるためには、INPITの
行う２か月の研修（講義・実習）を修了することが
必要である。

• 評価は、４段階で行われる。
(1) 特許法 (マークシート)

(2) 検索について (マークシート)

(3)面談① (by 審査官s)

(4) 面談② (by 審査官s)

• 【区分01】～【区分39】【区分40】
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登録調査機関とは？

• 現在、１１法人（一社、民間） （大手、中堅、
専門）

• 審査官の人数は、約1,500人ですが、
調査業務実施者の人数は？

• どのくらいの数、発注されるのか？
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さて、審査官との関係は？

• 年間案件数が１２月末頃、各内容は、月単位
で、特許庁から機関経由で提示される。

• 事前に定めた月納期に、審査官に本願発明
の内容と検索結果を報告する。

• 当初、半年ほどは、OJTとして扱われる。

• 審査官のニーズに応えることが重要。
 調査スキル

 知識

 コミュニケーション
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啊，誤解

• 審査官とサーチャーは、ともに特許出願を拒
絶する理由を見つけることが指名である。

• サーチャーたる者、検索はテキストでなく、
Fﾀｰﾑ･FIを駆使した検索式を用いるべきであ
る。
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정책 - 철학

• 基本は、特許性があるかの調査を行う。

• 特許の可能性があれば、発明者にフィードバック
する。

• 特許の価値があるものは、進んで特許査定する。

• サーチャーは、これらの仕事を協業・サポートす
る。

• 検索は、必ずしも検索式によらずともよい。引例、
孫引き、知識、経験の活用等も可。
しかしながら、検索を行う際の戦略、ストーリは、
必要である。客観性、無駄の排除、トレーサビリ
ティ。行き当たりばったりにはしない。
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調査の態様

1. ピンポイントサーチ
 X,Y文献の調査

 パテントクリアランス

 テキスト検索

2. コンプリートサーチ
 受注範囲についての確認

 Fﾀｰﾑ､FIの活用

 X,Yを提示できない場合
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検索の基礎
• FI(IPCを細分化)
大枠は、FI, IPC, CPCも共通
当該FIに対応するCPC等を調べる。
米国は、Jan2013-Dec2014の移行期間経過
後、Jan2015からCPCとなる。2012以前への遡及
適用は、ない見通し。
基本的には、CPC(主), IP(副)

• Ｆターム(JPユニーク)
複数のFタームの掛け算により検索できる。

• 文字検索 /TX, /AB, /CL
• 出願人検索 /AP, 出願人番号でも可
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検索の環境
• 特許庁から包袋
基本的には公開公報と同じ。優先権主張の見做し取り下げ出願も含ま
れる。

• 特許庁端末 （大小の２画面、特許庁2F:INPITで登録すればだれでも使
用可能）
公開前の明細は特許庁でなければ閲覧できない。

• クラスタ検索
Fﾀｰﾑ､FI､ﾃｷｽﾄ、公開基準日などを加えたり、乗じたりできる（検索式）。
それまでの検索結果と重複する内容を対象から除外できる。

• 対話時に包袋は、追加資料とともに審査官に提出する（ハードコ
ピー）。

• 検索報告書は、最終的に電子情報でも特許庁に提出する（業務部
門が行う）。
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検索対象案件（参考）カバー
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Fターム(参考)は、出願後数か月で付与されている。
-誰によって？

検索対象案件（参考）末尾



J-Plat Pat –目次
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J-Plat Pat –パテントマップガイダンス
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J-Plat Pat - 論理式に展開
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検索報告書（参考）(1 of 4)
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検索報告書（参考）(2 of 4)
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検索報告書（参考）(3 of 4)
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検索報告書（参考）(4 of 4)
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論点

• 技範（特許法７０条）

• 判定（特許法７１条）

• 鑑定
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今後について

• 特許庁の方針、予算、評価に影響されるが、
重要性は増すだろう。

• 外国特許文献調査の強化（2013～）
 日本文献のみで可という時代ではない。

 対外的な競争力（質、期間、言語）

 最易読文献としての英語

 中国・韓国文献翻訳システム

• その他の展開。
 例えば。。。
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ご清聴ありがとうございました。
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